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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第48期
第３四半期
連結累計期間

第49期
第３四半期
連結累計期間

第48期

会計期間
自 2020年４月１日

至 2020年12月31日

自 2021年４月１日

至 2021年12月31日

自 2020年４月１日

至 2021年３月31日

売上高 （千円） 24,942,071 25,936,635 34,836,577

経常損失(△) （千円） △1,508,134 △1,117,406 △1,839,597

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純損失(△)

（千円） △1,484,167 △1,008,272 △1,847,062

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △1,472,044 △1,011,323 △1,854,107

純資産額 （千円） 26,896,989 25,067,694 26,514,926

総資産額 （千円） 39,990,203 39,711,121 37,505,111

１株当たり四半期(当期)純損失(△) （円） △51.08 △34.70 △63.57

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益

（円） － － －

自己資本比率 （％） 67.3 63.1 70.7
 

 

回次
第48期
第３四半期
連結会計期間

第49期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 2020年10月１日

至 2020年12月31日

自 2021年10月１日

至 2021年12月31日

１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)

（円） △13.36 3.21
 

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、１株当たり四半期(当期)純損失であり、また、

潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が営んでいる事業の内容に重要な変更

はありません。

なお、当社グループ(当社及び連結子会社)は単一セグメントであります。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識し

ている主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更は

ありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

なお、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号　2020年３月31日)等を第１四半期連結会計期間の期首

から適用しておりますが、経過的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間には遡及適用しておりません。

詳細は、「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項　(会計方針の変更)」をご参照ください。

 
(1) 経営成績の状況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の第４波、第５波に

伴う緊急事態宣言の発出・延長、まん延防止等重点措置の適用が各自治体において９月末まで断続的に行なわれ、

全国的に経済活動が停滞し、個人消費の低迷が続きましたが、10月以降は緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の

解除に伴い、経済活動が再開され、個人消費も上向きとなりました。しかしながら、12月には、新たな変異株によ

る感染再拡大の懸念が生じ、依然として先行きの不透明な状況が続きました。

　流通業界におきましては、政府や自治体の外出自粛要請や緊急事態宣言、まん延防止等重点措置等の拡大によ

り、多くの商業施設でゴールデンウィーク期間を含む臨時休業や営業時間の短縮を余儀なくされました。さらに、

旅行や帰省、各種イベントの自粛や飲食店の時短営業などにより消費者の行動は大きく制限を受け、ファッション

業界において消費活動は低調に推移しましたが、新型コロナウイルス感染症の収束に伴い10月以降は人流も増え、

売上も次第に回復に向かいました。

　当第３四半期連結累計期間の売上高は25,936百万円(前年同期比4.0％増)、営業損失は1,219百万円(前年同期は営

業損失1,645百万円)、経常損失は1,117百万円(前年同期は経常損失1,508百万円)、親会社株主に帰属する四半期純

損失は1,008百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失1,484百万円)となりました。

　なお、当社グループの報告セグメントは単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。

　事業部門ごとの状況は、以下のとおりであります。以下の数値につきましては、事業部門内の取引消去後かつ事

業部門間の取引消去前のものを記載しております。

　

<小売事業等>

小売事業につきましては、10店舗の新規出店を行なうとともに、19店舗の退店を行ない、当第３四半期連結会計

期間末の店舗数は636店舗となりました。

　売上につきましては、４月、５月は商業施設の臨時休業の影響を大きく受けましたが、前年同期と比較すると休

業した期間が短かったことと休業店舗が少なかったことにより大幅な増収となりました。しかしながら、６月以降

は、前年同期間にはなかった緊急事態宣言の発出、まん延防止等重点措置の適用が相次ぎ、新型コロナウイルス感

染拡大に伴う消費マインドの低迷が続いたため、10月まで減収で推移しました。11月以降は増収に転じ、当第３四

半期連結累計期間の当事業部門の売上高は、25,079百万円(前年同期比3.1％増)となりました。雑貨は取扱いアイテ

ムや展開店舗を増やしたため、前年同期比13.6％増となりましたが、財布は販売点数が減少し、前年同期比6.1％減

となりました。また、プライベートブランド、ナショナルプライベートブランドを中心にハンドバッグは前年同期

比14.2％増と伸長しました。メンズバッグは、リモートワークが前年同期より減少した影響等で前年同期比9.4％増

となり、トラベルバッグは前年同期に大不振となり、当期も低水準のまま推移しましたが、10月以降は徐々に改善

し、前年同期比32.6％増となりました。カジュアルバッグ、インポートバッグは販売点数が減少して、それぞれ前

年同期比が9.8％減、18.7％減となりました。
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売上総利益率は、前第３四半期累計期間に長期の臨時休業による売上機会ロスに対処し、また、消費意欲を喚起

するため、割引販売を積極的に行ない、低下していましたが、当第３四半期連結累計期間においては、割引販売が

大幅に減少し、前年同期比1.4ポイント改善して48.4％となりました。販売費及び一般管理費率は、増収及び経費節

減により前年同期比0.2ポイント減少して53.2％となりました。

 
<製造・卸売事業>

製造・卸売事業につきましては、主力となるキャリーケースが新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けて

売上不振が続きましたが、前年同期と比較すると旅行や出張も増えたため、売上高は増加しました。

 この結果、当事業部門の売上高は1,047百万円(前年同期比47.1％増)となりました。

 

(2) 財政状態の状況

（資産）

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて2,206百万円増加し、39,711百万

円となりました。これは主に、有形固定資産が343百万円減少した一方で、現金及び預金が748百万円増加、受取

手形及び売掛金が956百万円増加、商品及び製品が456百万円増加、繰延税金資産が612百万円増加したこと等に

よるものであります。

　

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて3,653百万円増加し、14,643百

万円となりました。これは主に、賞与引当金が144百万円減少、リース債務が154百万円減少した一方で、支払手

形及び買掛金が1,870百万円増加、短期借入金が2,000百万円増加したこと等によるものであります。

　

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて1,447百万円減少し、25,067百万

円となりました。これは主に、剰余金の配当435百万円による減少、親会社株主に帰属する四半期純損失1,008百

万円の計上等によるものであります。

　

（自己資本比率）

当第３四半期連結会計期間末における自己資本比率は、前連結会計年度末に比べて7.6ポイント減の63.1％と

なりました。

　

(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第３四半期連結累計期間において、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じ

た課題はありません。

 

(4)  研究開発活動

該当事項はありません。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①  【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 31,200,000

計 31,200,000
 

 

②  【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数(株)
(2021年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2022年２月８日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 29,859,900 29,859,900
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株で
あります。

計 29,859,900 29,859,900 － －
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

（千株）

発行済株式

総数残高

（千株）

資本金増減額

（千円）

資本金残高

（千円）

資本準備金

増減額

（千円）

資本準備金

残高

（千円）

2021年12月31日 － 29,859 － 2,986,400 － 4,176,790
 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（2021年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

① 【発行済株式】

2021年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 803,300

完全議決権株式（その他） 普通株式 29,006,100 290,061 －

単元未満株式 普通株式 50,500 － －

発行済株式総数  29,859,900 － －

総株主の議決権 － 290,061 －
 

（注）「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が6,000株(議決権60個)含まれて

おります。

 

② 【自己株式等】

2021年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）

㈱サックスバー
ホールディングス

東京都葛飾区新小岩
1-48-14

803,300 － 803,300 2.69

計 － 803,300 － 803,300 2.69
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2021年10月１日から2021年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表

について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,132,167 1,880,460

  受取手形及び売掛金 3,080,562 4,037,220

  商品及び製品 13,091,855 13,548,483

  原材料及び貯蔵品 41,918 22,258

  その他 199,203 175,305

  流動資産合計 17,545,707 19,663,727

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 3,203,724 3,103,797

   土地 2,232,822 2,115,029

   リース資産（純額） 666,453 577,855

   その他（純額） 290,569 253,397

   有形固定資産合計 6,393,571 6,050,079

  無形固定資産 142,640 129,204

  投資その他の資産   

   投資有価証券 4,627,857 4,607,830

   退職給付に係る資産 97,431 91,289

   繰延税金資産 1,706,918 2,319,368

   敷金及び保証金 6,510,323 6,386,911

   その他 480,660 462,710

   投資その他の資産合計 13,423,191 13,868,110

  固定資産合計 19,959,404 20,047,394

 資産合計 37,505,111 39,711,121
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 2,438,991 4,309,923

  短期借入金 1,000,000 3,000,000

  1年内償還予定の社債 100,000 200,000

  リース債務 322,813 277,625

  未払法人税等 154,803 46,202

  賞与引当金 240,538 96,316

  役員賞与引当金 31,080 18,585

  株主優待引当金 35,400 －

  その他 1,627,650 1,908,628

  流動負債合計 5,951,278 9,857,281

 固定負債   

  社債 1,700,000 1,600,000

  長期借入金 80,000 80,000

  リース債務 517,032 407,893

  役員退職慰労引当金 161,092 168,098

  退職給付に係る負債 1,293,844 1,319,685

  繰延税金負債 792 416

  資産除去債務 818,808 804,919

  その他 467,335 405,131

  固定負債合計 5,038,906 4,786,145

 負債合計 10,990,185 14,643,427

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,986,400 2,986,400

  資本剰余金 4,569,597 4,569,597

  利益剰余金 19,378,681 17,934,558

  自己株式 △483,018 △483,076

  株主資本合計 26,451,660 25,007,479

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 151,615 137,559

  退職給付に係る調整累計額 △88,350 △77,344

  その他の包括利益累計額合計 63,265 60,214

 純資産合計 26,514,926 25,067,694

負債純資産合計 37,505,111 39,711,121
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

売上高 24,942,071 25,936,635

売上原価 13,248,160 13,438,879

売上総利益 11,693,910 12,497,756

販売費及び一般管理費 13,339,046 13,716,833

営業損失（△） △1,645,136 △1,219,077

営業外収益   

 受取利息 61,493 61,705

 受取配当金 4,116 2,133

 受取保険金 867 1,231

 受取手数料 4,825 4,919

 補助金収入 78,005 35,162

 その他 25,737 32,559

 営業外収益合計 175,045 137,711

営業外費用   

 支払利息 27,325 28,107

 その他 10,718 7,934

 営業外費用合計 38,043 36,041

経常損失（△） △1,508,134 △1,117,406

特別利益   

 助成金収入 ※１  557,303 ※１  189,414

 特別利益合計 557,303 189,414

特別損失   

 固定資産除却損 26,275 28,120

 店舗閉鎖損失 4,734 20,117

 減損損失 50,669 32,124

 臨時休業等による損失 ※２  878,405 ※２  458,546

 災害による損失 2,423 －

 特別損失合計 962,508 538,909

税金等調整前四半期純損失（△） △1,913,339 △1,466,901

法人税、住民税及び事業税 217,151 153,083

法人税等調整額 △646,323 △611,712

法人税等合計 △429,171 △458,629

四半期純損失（△） △1,484,167 △1,008,272

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △1,484,167 △1,008,272
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

四半期純損失（△） △1,484,167 △1,008,272

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 6,896 △14,056

 退職給付に係る調整額 5,226 11,005

 その他の包括利益合計 12,122 △3,050

四半期包括利益 △1,472,044 △1,011,323

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △1,472,044 △1,011,323

 非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

当第３四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」と

いう。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した

時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

　これにより、百貨店等における消化仕入型販売取引について、従来は、顧客から受け取る額から販売店の

手数料相当額を控除した純額で収益を認識しておりましたが、当該取引における当社の役割が本人に該当す

ることから、総額で収益を認識する方法に変更しております。

また、他社が運営するポイント制度に基づき、売上時に付与するポイントについて、従来は、他社へ支払

う額を販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、顧客から受け取る額から他社へ支払う額を控除した

純額で収益を認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに

従っており、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額

を、第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用してお

りますが、当該期首残高に与える影響はありません。

収益認識会計基準等の適用による、当第３四半期連結累計期間の売上高、販売費及び一般管理費に与える

影響は軽微であり、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。

なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号　2020年３月31日)第28-15項に定める

経過的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を

記載しておりません。

 
（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。)等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会

計基準」(企業会計基準第10号 2019年７月４日)第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計

基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸

表に与える影響はありません。

 
 

　

(追加情報)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う、政府や自治体の外出自粛要請や緊急事態宣言、まん延防止等重点

措置等の拡大により、当社グループにおいては、多くの店舗で臨時休業や営業時間の短縮を余儀なくされました。

また、緊急事態宣言等の解除後は、着実な回復を見せているものの、外出自粛や消費者心理の低下等による影響が

継続しております。

当該感染症の今後の広がり方や収束時期等を正確に予測することは困難な状況にありますが、当社グループにお

いては、2022年３月期中は当該感染症の感染拡大の影響が一定程度残るものとの仮定のもとに、固定資産の減損損

失及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行なっております。

なお、当該感染症の感染拡大の影響が長期化した場合には、将来において財政状態、経営成績及びキャッシュ・

フローの状況に影響を与える可能性があります。
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(四半期連結損益計算書関係)

※１　助成金収入

前第３四半期連結累計期間(自　2020年４月１日　至　2020年12月31日)

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置の適用を受けた雇用調整助成金等を助成金収入として特別利益

に計上しております。

 
当第３四半期連結累計期間(自　2021年４月１日　至　2021年12月31日)

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置の適用を受けた雇用調整助成金及び大規模施設等協力金等を助

成金収入として特別利益に計上しております。

 
※２　臨時休業等による損失

前第３四半期連結累計期間(自　2020年４月１日　至　2020年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自　2021

年４月１日　至　2021年12月31日)

新型コロナウイルス感染症に対する政府・自治体からの各種要請等を踏まえ、店舗の臨時休業等の営業停止期間

が発生しました。当該休業期間中に発生した固定費(人件費、賃借料、減価償却費等)を臨時休業等による損失とし

て、特別損失に計上しております。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期

連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産及び長期前払費用に係る償却費を含む）及び臨時休業等による損失(減

価償却費)は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
 至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
 至 2021年12月31日)

減価償却費 542,171千円 531,477千円

臨時休業等による損失(減価償却費) 58,045千円 25,314千円
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31日）

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月25日
定時株主総会

普通株式 871,702 30.00 2020年３月31日 2020年６月26日 利益剰余金
 

 

２  基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後

となるもの

該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年12月31日）

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月24日
定時株主総会

普通株式 435,850 15.00 2021年３月31日 2021年６月25日 利益剰余金
 

 

２  基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後

となるもの

該当事項はありません。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループの報告セグメントは、単一セグメントであるため、セグメント情報について記載しておりません。

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 
当第３四半期連結累計期間(自　2021年４月１日　至　2021年12月31日)

(単位：千円)

顧客との契約から生じる収益 25,813,782

その他の収益 122,852

合計 25,936,635
 

上記の顧客との契約から生じる収益は、すべて一時点で移転される財に関するものです。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第３四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日
  至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
 至 2021年12月31日)

１株当たり四半期純損失(△) △51円08銭 △34円70銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) △1,484,167 △1,008,272

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純
損失(△)(千円)

△1,484,167 △1,008,272

普通株式の期中平均株式数(株) 29,056,727 29,056,617

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株
式で、前連結会計年度末から重要な変動があった
ものの概要

－ －

 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在し

ないため、記載しておりません。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2022年２月８日

株式会社サックスバー ホールディングス

取締役会  御中

 

有限責任 あずさ監査法人
 

東京事務所

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 若　尾　　慎　一  

 

 

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 川　又　　恭　子  

 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社サック

スバー ホールディングスの2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2021年

10月１日から2021年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年12月31日まで）に係る四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記に

ついて四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社サックスバー ホールディングス及び連結子会社の2021年

12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じ

させる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

 
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

 
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以  上

 
 

(注) １．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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